
 電路から
切り離す場合

電路から切り離され
ている機器

変圧器・コンデンサ等の重電機器絶縁油から微量ＰＣＢ検出！

製造メーカーへ混入の
有無を問い合わせ

ＰＣＢ含有分析試験

微量ＰＣＢの混入が確認された場合は届け出、保管が必要

 含有なし

（社）日本電機工業会から混入の可能性が否定できないと経済産業省へ調査報告

微量ＰＣＢの混入が
否定できない機器

            1．「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
            ２．「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律」

３．「電気事業法施行規則」
４．「電気関係報告規則」

　　　　　　  混入の有無が不明

 含有なし
ＰＣＢ含有のない

機器と同じ取り扱い公定法（１試料１０万～３０万円程度）
参考分析法（１試料 ３万～５万円程度）

　・ＰＣＢが含まれていることの表示が必要

　・引き続き使用することができます。

  　　含有あり

　・絶縁油の飛散、流出がないように隔離して保管

　・密封した容器へ収納し漏洩がないこと

　・ＰＣＢが含まれていることの表示が必要

　・漏油等の不具合がないように点検が必要

　１９９０年以降に製造された機器については、再生油の生産は中止され管理を強化されていましたが、微量ＰＣＢが検出された事例が
　ありましたので１９８９年以前の機器と同様な処置が望まれます。

　　　　　　　　　　　　　（「変圧器等への微量ＰＣＢ混入可能性に関する調査結果について［平成１５年１１月］」より抜粋）

　１９８９年以前に製造された機器については、絶縁油メーカー１９社中１５社から、および機器メーカー２６社中１９社から微量ＰＣＢ検出
　事例があり、さらに、絶縁油にＰＣＢが混入していたと考えられる事例があることより、絶縁油のライフサイクル（原料調達（再生油に限
　る）、製造、輸送の行程を含む）上で微量ＰＣＢ混入の可能性が考えられ、機器メーカー及びユーザーが絶縁油（新油および再生油）を
　購入した段階で既に絶縁油そのものに微量ＰＣＢが混入していた可能性を否定できない。

ＰＣＢ混入を否定できない機器の使用を終えた場合

　・電路から切り離す場合は産業保安監督部へ廃止届け

　  が必要　・定期的に点検し漏洩による汚損や紛失の防止に努める。

　・責任者以外が立ち入れないよう仕切を設ける。

　・変更があった場合は変更届けが必要

　・産業保安監督部へ届け出が必要（使用中の場合）

　・特別管理産業廃棄物管理責任者を専任

　・都道府県知事又は保健所設置市長へ届け出が必要

 　　　　　　使用中の機器

　・新たに電路に接続することはできません。

 微量ＰＣＢの混入の可能性を否定できない変圧器等の 

 重電機器の使用を終えた場合は、ＰＣＢが含有していな 
 いことが確認されるまでの間は、ＰＣＢ廃棄物と同様な 
 管理が必要です。 
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